
令和８年度鹿児島県災害廃棄物対応訓練事業実施業務委託仕様書 

 

１ 委託業務名  

令和８年度鹿児島県災害廃棄物対応訓練事業 

 

２ 目的  

本県における災害廃棄物対応力の強化を目的に、県、県内市町村、一部事務組合、広

域連合、関係団体の職員を対象に、災害廃棄物処理に関する知識やスキル向上を図るた

めの研修会やロールプレイング形式の図上訓練を行う。 

 

３ 事業主体  

  県（１０／１０） 

 

４ 委託上限額  

  ７,２８７千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

５ 委託期間  

  契約締結日から令和９年３月５日（金）まで 

 

６ 業務スケジュール  

 

時期（目安） 対応事項 

令和８年６月８日～ 契約締結・業務計画書の提出（「７業務内容⑴」参照） 

令和８年 10 月 13 日（火） 事前研修会の実施（「７業務内容⑵①」参照） 

令和８年 10 月 27 日（火） 図上訓練の実施（「７業務内容⑵③」参照） 

令和８年 11 月下旬～12 月上旬 事後検討会の実施（「７業務内容⑵④」参照） 

令和９年３月５日（金）まで 成果品納品（「８成果品」参照） 

 

７ 業務内容  

 ⑴ 業務計画書の作成 

   受託業者は、契約確定後、速やかに県と協議を行い、本委託業務の目的及び趣旨、

県の意向を十分に把握した上で、全体業務スケジュールや業務実施体制等を記載した

業務計画書（様式任意）を作成し、県に提出すること。 

 ⑵ 図上訓練の実施 

  ① 事前研修会の実施 

   ア 目的 

     「地震」を想定した図上訓練を円滑に実施するため、図上訓練参加者に対し、

訓練の内容や役割を伝達し、必要な知識を習得させる。 

   イ 対象者 

     図上訓練に参加する県、県内市町村、一部事務組合、広域連合の災害廃棄物担

当者、その他関係団体 約７０名 



   ウ 所要時間 

     ２時間程度を想定 

   エ 会場  

県庁２階講堂   

   オ 受託業者の対応内容 

    (ア) 事前研修会の内容や当日使用する資料を提案する。最終的な内容について

は県と受託業者において協議の上、決定する。 

    (イ) 事前研修会に必要な講師、資料、資機材、消耗品等を準備する。 

    (ウ) 事前研修会当日の運営や参加者への説明を行う。 

    (エ) 具体的な日時は受託者が県と協議の上、決定する。 

    (オ) 開催方法は、集合形式での実施とする。その他、事業効果及び効率が向上

すると判断される方法がある場合は、受託者が県と協議の上、決定する。 

 

  ② 図上訓練シナリオ作成 

    災害の種類は「地震」とし、過去に発生した災害の状況や半島や離島等を含む地

理的特性など、本県の特徴を踏まえて、状況付与やタイムテーブル、被害想定等の

初期情報など図上訓練のシナリオ及び図上訓練で使用する資料を提案し、最終的な

内容については、県と受託業者において協議の上、決定する。 

    なお、訓練参加者の災害廃棄物処理経験の有無によって対応が分かれる状況付与

については、経験の無い者に対して想定される対応に応じた追加の状況付与等を併

せて提案すること。 

 

  ③ 図上訓練の実施 

   ア 目的 

     災害発生時の状況を疑似体験し、市町村等職員の災害廃棄物処理に関する知識

やスキル向上を図る。 

   イ 対象者 

     図上訓練に参加する県、県内市町村、一部事務組合、広域連合の災害廃棄物担

当者、その他関係団体 約７０名 

ウ 所要時間 

  ４時間程度を想定 

エ 受託業者の対応内容 

 (ア) 図上訓練実施要領（※１）や訓練評価者（※２）を提案する。 

       最終的な内容等については、県と受託業者において協議の上、決定する。 

   ※１ 訓練当日の進行やスタッフ・コントローラー配置計画、会場レイア

ウト、状況付与内容等の訓練実施に必要な事項をまとめたもの。 

   ※２ 訓練当日、訓練全体を評価できる訓練評価者を配置する。 

なお、訓練評価者は、災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）   

の構成メンバーや、災害廃棄物処理全般の知見を有する者とする。 

(イ) 訓練当日に必要な訓練評価者、資料、資機材、消耗品等を準備する。 

事業の効果及び効率、経費面等で有効な手段がある場合は、適宜、県と協議

を行った上、決定する。 



(ウ) 図上訓練当日は、図上訓練シナリオに従った訓練の進行、スタッフ、コン

トローラーの確保及び配置、訓練参加者のサポート、訓練状況の記録（写真）

を行う。 

(エ) 訓練後、参加者にアンケートを実施し、理解度等を分析する。 

    

オ 会場 

県庁２階講堂 

カ 留意事項 

     コントローラーとあらかじめ図上訓練シナリオ等を共有し、訓練当日はシナリ

オと齟齬が出ないように訓練をコントロールすること。 

 

 ④ 事後検討会の実施 

  ア 目的 

    図上訓練の参加者が、訓練時の行動等の振り返りや状況付与のねらいなどを再

確認し、得られた知識や経験を共有した上で、各市町村の災害対応能力向上や災

害廃棄物処理計画などの見直しにつなげる。 

イ 対象者 

     図上訓練に参加する県、県内市町村、一部事務組合、広域連合の災害廃棄物担

当者、その他関係団体 約７０名 

ウ 所要時間 

     ２時間程度を想定 

   エ 受託業者の対応内容 

   (ア) 事後検討会の内容や当日使用する資料を提案する。最終的な内容について

は、県と受託業者において協議の上、決定する。 

   (イ) 事後検討会に必要な講師、資料、資機材、消耗品等を準備する。 

   (ウ) 事後検討会当日の運営や参加者への説明を行う。 

   (エ) 図上訓練後のアンケートも踏まえて事業の振り返りを行い、留意点や課題

等を整理する。 

    (オ)  開催時期は、図上訓練実施後の３週間～１か月を目途に、１回（１日）

開催するもの。具体的な日時は受託者が県と協議の上、決定する。 

    (カ) 開催方法は、オンラインでの実施とする。その他、事業効果及び効率が向

上すると判断される場合は、受託者が県と協議の上、決定する。 

 

 ⑶ 追加提案 

   「２ 目的」を達成するために有効な取組みがあれば提案すること。 

 

 ⑷ 業務報告書の作成 

   本業務の実施結果等の内容を踏まえ、業務報告書を作成する。 

 

 

 

 



８ 成果品  

 ⑴ 本業務の成果品は次のとおりとする。 

  ① 業務報告書                                  １部 

  ② 地震を想定した図上訓練シナリオ等訓練に必要な資料一式        １部 

  ③ 上記及び訓練写真の電子データ（ＤＶＤ－Ｒ等）            １部 

 ⑵ 受託業者は、本業務が完了したときは、前項に示す成果品を業務完了報告書ととも

に提出し、県の検査を受けるものとする。 

 

９ 成果品の提出先  

  鹿児島県鹿児島市鴨池新町 10 番１号 

  鹿児島県環境林務部廃棄物・リサイクル対策課 リサイクル推進係 

 

10 成果品に対する責任の範囲  

  受託業者は、成果品に瑕疵が発見された場合は、速やかに県の指示に基づき、成果品

を改めて提出しなければならない。 

  なお、これに要する費用は、受託業者の負担とする。 

 

11 図上訓練の中止  

  本訓練は、災害の発生、天候等により訓練の一部又は全部を中止することがある。 

  なお、訓練の一部又は全部を中止した場合の委託料は、業務の進捗状況等を考慮し、

委託者と受託業者で協議の上、決定する。 

 

12 権利の帰属  

 ⑴ 本委託において作成され、既に他の所有権等を有するものを除く一切の図書類、電

子情報等、並びにそれらの著作権は、県に帰属する。 

 ⑵ 受託業者は、本委託終了後を含め、業務の成果等を県の承認を受けず、自ら使用す

ることや他の者に公表、貸与及び使用させてはならない。 

 ⑶ 業務に関して第三者の著作権を侵害しないよう、受託業者の責任と費用をもって適

正に処理すること。 

 ⑷ 成果品は、県のホームページや各種情報提供媒体等において使用できるものとする。 

 

13 秘密の保持  

  受託業者は、業務の遂行上知り得た秘匿すべき内容を他人に漏らしてはならない。本

業務終了後においても同様とする。 

 

14 その他  

 ⑴ 受託業者は、本委託を実施するに当たり、県と詳細に協議を行い、県の承認を受け

て、委託業務を進める。 

 ⑵ 受託業者は、本委託の趣旨を踏まえ、災害対策基本法、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律、災害廃棄物対策指針、鹿児島県地域防災計画、鹿児島県災害廃棄物処理計

画等を把握し、業務を進めること。 

 ⑶ 本仕様書で定める訓練参加依頼機関、参加人数等は、県の指示により変更する場合



がある。 

 ⑷ 本委託のため必要となる関係官公庁その他に対する手続は、受託業者が迅速に処理

する。また、これに要する費用は、受託業者の負担とする。 

 ⑸ 県は、必要があると認められるときには、受託業者に対して業務の実施状況等につ

いて報告を受け、又は説明を求める等の措置を行うことができるものとする。 

 ⑹ 契約金額には、本業務の履行に必要となる一切の経費を含む。 

 ⑺ 本仕様書の解釈について疑義が生じた場合等不明な事項は、その都度県・受託業者

協議の上、決定する。 

 ⑻ その他、事業目的を達成するために効果的な業務を行うこと。 

 


